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件  名 地域の市長室（龍ケ崎地域コミュニティ協議会） 

年 月 日 令和６年９月２１日（土） PM１:３０～PM２:３０ 

会  場 龍ケ崎コミュニティセンター 多目的室 

対   応  【参加者】別添名簿参照 １9名   

地域担当 海田副サポーター、司馬サポーター 

【市 側】萩原市長 坪井総合政策部長  

秘書広聴課 青木課長 鎌倉補佐 小嶋係長 武智（記録者） 
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１．開会 

２．萩原市長あいさつ 

３．龍ケ崎地域コミュニティ協議会 会長あいさつ 

４．市政報告（萩原市長） 

５．意見交換 龍ケ崎地区でのテーマ 「防災について」 

 

■マンホールトイレについて【防災安全課】 

市内でマンホールトイレを設置してあるところはどこですか。 

 

市内の小中学校１５か所に設置している。下水道が整備されていない地区 

は、トイレテントを５か所設置してます。 

 

トラックトイレというものがあると知って、とても便利そうだが、市で導 

入の検討はしていますか。 

 

地震の被災地に職員を派遣しているが、トイレの整備と水の供給が一番切 

実な問題となっています。トラックトイレを設置する場所の確保や費用の問

題もあります。日産自動車とも協定を結び、災害時に電気自動車から電源を

利用できるようにしております。また、今後は避難場所となっている学校の

冷暖房の整備についても対応を検討しております。 

 

■災害時の避難支援について【防災安全課・福祉総務課】 

避難所へ避難する際、自力での移動が困難な方に対して、市でバスを手配 

する等の対応をしてはどうか。先日、龍ケ崎コミセンで避難所を開設した際

に、佐貫の方からタクシーで避難してきた方がいた。 
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バスについては運転手の確保や、災害が起きたときに車が走れるのかと 

いう問題もあります。市では、災害時避難行動要支援者避難支援プランと

いう制度を開始し、一人暮らしの高齢者、要介護者及び障がい者等のうち

一人では避難できない方（避難行動要支援者）を把握し、避難支援を希望

する方に対し、安否確認や避難所までの避難支援をするといった避難支援

体制を整えているところです。 

災害時においては、災害対策本部の要支援者班などで避難できない方々

への避難対応を行っています。 

先日の台風の際も避難の要請があり、市の職員で対応をしました。しか

し、市民が 7万 5000人に対し市役所職員は 430人です。限られた人数でど

こまで対応できるのかというのが現状です。そうしたことから、区長さん

はじめ民生委員さん、消防団など、いろいろな方にご協力いただく必要が

あります。 

 

■外国人のごみの捨て方への対応について【生活環境課】 

外国人が引っ越していくときなどに、家電などのゴミをごみ収集所に放置

していってしまう。区長としてどこまで役割を担ったらいいか苦慮してい

る。 

 

地域の代表である区長の相談には真摯に対応するよう職員に指導してい 

ます。外国人の住民登録の際には多言語で案内もしています。まちの困りご

とはよく話し合いをしていただき、外国人への指導についても、区長さんを

通して市に相談いただきたい。 

 

■外国人の公園の利用について【道路公園課】 

夜間、外国人の集団が出し山第１児童公園で夜に火を使用して鍋料理を食 

べている。どのように対応したらいいか。 

 

それはルール違反ですので、市役所に連絡をいただくか、閉庁している時

間であれば警察に通報してください。具体的な時間や場所が分かれば、市ら

からも警察に情報共有します。 

 

■出し山交差点の歩道沿いの木について【道路公園課】 

 出し山のガソリンスタンドの反対の歩道に民家の木がでてきている。大学 

生が裏道を通っていて、交通事故も起きた。住民には剪定を要望しているが 

対応してもらえない。 
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まずは市から指導いたします。歩道へ飛び出している枝は市で対応するこ

ともできますのでご相談ください。 

 

■りゅうほーについて【秘書広聴課】 

 牛久市はカラー刷りの広報誌は月１回だった。当市は広報誌にいくらかか

っているのか教えてほしい。月２回発行する必要はあるのか。そのお金を福

祉など他の事業に予算を使えないのか。 

 

他の自治体は月に 1回発行しているところが多いですが、当市は 2回発行 

しております。内容に関しまして、ホームページや LINE、メールなどで情報

提供もしてますが、情報が載っているりゅうほーが一番情報としては入りや

すいという市民の方の声もあります。現在、デジタル化の動きがある一方、

印刷代や配布コストの高騰などの問題もありますので、両方のバランスを見

ながら、発行回数の見直しを検討しております。 

 

地方テレビ局などをつくって PRしていくことも考えられます。 

 

■龍ケ崎の祭りについて【商工観光課】 

 龍ケ崎の祭りや撞舞などを市長にもっと盛り上げていってほしい。 

 

市としても応援していますが、ニュータウンの方などもっと多くの人を巻 

き込み、もっと賑わいを広げていくべきと考えております。 

 

■区長の役割について【地域づくり推進課】 

 災害時要支援者制度がありますが、区長や民生委員がどれくらい踏み込ん

でいいか悩んでいる。例えば、災害時の連絡先などを聞いても、お年寄りの

方にいぶかしがられて断られてしまうケースもある。 

 

個人情報は守られなければならない一方、区長や民生委員にとっては必要 

な情報もある。登録の際には個人の承諾を得ているものではあるが、いざ災

害等が起きれば地域の助け合いは絶対必要ですので、お力添えをお願いしま

す。 

 

■地域の活性化について【企画課】 

龍ケ崎はイトーヨーカドーが撤退し、ゆったり館は休館になってしまっ

た。また、道の駅建設も中止となるなどマイナスな話ばかり聞こえてくる。

市として地域を活性化するような計画はないのでしょうか。 
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現在、市の計画はないですが、イトーヨーカドーの跡地活用についてはサ 

プラの運営会社である新都市ライフホールディングスが検討しておりまし

て、トイザらスの下のフロアにも新しいお店が入る予定があると伺っており

ます。イトーヨーカドー跡の１階には食品販売店の誘致を進めていますが、

店舗内を改修する期間も必要となります。2 階については、子どもたちが遊

べるような場所としても活用できるよう、お願いしているところです。 

湯ったり館は休止しており、市場調査もしておりますが、温浴施設の経営

には光熱費やガス代などの費用がかかるので、手を挙げてくれる民間業者が

なかなかいません。いずれにしても民間の力が必要になりますので、ぜひ、

皆さんからもいろんなアイディアをいただけると、ありがたいです。 

 

■官民連携について【企画課】 

近所にドラッグストアが増えています。それを見ると環境が変化してき

て、お年寄りが多い地域にはドラッグストアができる傾向があると感じてい

ます。飲み物や薬を 24 時間販売している店もあるし、すごく商品が豊富で

地域に対して非常に喜ばれるお店だと思う。最近だとコンビニよりも使い勝

手がよくて、利用している。 

ニーズの変化に応じて新しく出きた企業に対して、ぜひ我々も知恵を出さ

なくちゃいけないと思う。何か外の力を利用した市の取り組みがあれば教え

てください。 

 

地域活性化起業人制度を利用してふるさと納税や地域ブランディングを 

民間企業の方にお願いしています。外からの視点で、龍ケ崎市をよりよくす

るにはどのようにしたら良いか意見をいただく専門知識を持った方々です。 

起業人が来てから半年程経過しますが、最初に龍ケ崎に感じたこととして

「龍ケ崎市なのに、龍が少ないですね。名前はかっこいいのに全然龍がない

じゃないですか」と言ってました。 

様々な発想を持った方々と一緒に、外の力を借りながら龍ケ崎の色に染め

ていければと思っております。 

措置事項 

 

意見及び要望については、①各部課等へ情報共有②市公式ＨＰ及び各コミュ

ニティセンターへ配置する。 

※②は意見及び要望のみ公開（回答は削除） 

情報公開 

公  開 

一部公開 

非 公 開 

非公開（一部非
公開を含む）と
する理由 

（龍ケ崎市情報公開条例第９条５号該当） 

公開が可能と
なる時期（可能
な範囲で記入） 

      年  月  日 

龍ケ崎市役所 総合政策部秘書広聴課 



 


